
南城市圃場環境モニタリング機器貸付について 
 
 
１ 趣旨 
  モニタリングシステムの導入により圃場の状態を見え
る化し、離れた場所から各種データのモニタリングがで
きることで、農業従事者の作業効率化、負担軽減を図り、
また、データ化することで、ノウハウを蓄積し、後継者
にデータを引継ぐなど、生産性の向上や後継者不足対策
として圃場環境モニタリング機器の貸付を行います。 

 
２ 貸付機器台数 
  ５０台（無料） 

※貸付期間は１年とする。但し 2 年間を限度とし期間
を延長できる。また、基本的に貸付台数は 1 経営体
につき 1 台とする。 

 
３ 貸付けの対象者 
  （１）市内に住所（法人にあっては、主たる事務所）有する者 
  （２）市内で作物の圃場を有する者 
  （３）モニタリング機器を適切に管理できる者 
  （４）ビニールハウス等を有した専業農家又は、法人その他団体 
  （５）確定申告（農業所得申告）を行っている者 
 
４ モニタリング機器貸出申請期間 
  令和７年２月１７日（月）～令和７年１2 月２６日（金）まで 
  土日・祝日は除く午前９時～午後５時まで  
   但し、貸出機器が上限に達した場合は申請受付を終了します。 
 
５ 申請場所 
  南城市役所２階 産業振興課窓口 
 
６ 申請方法 
  必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、南城市役所産業振興課まで提出して
ください。 

 
 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

 

７ その他 
  借り受けた方は、年に１回報告ものがあります。 
 

問合せ先 
南城市役所 産業振興課 農産係 
電話：０９８－９１７－５３５６ 

【申請書類】 
①モニタリング機器貸付申請書 
②本人確認書類（氏名、住所がわかるもの） 
③現状栽培している作物の収穫量がわかる資料 
④現状の労働時間がわかる資料 
⑤確定申告書（農業所得申告書）写し 


